
 

 

１. 変更内容 

（１）オンライン業務の変更 

ＡＣＬ０１業務の仮登録、本登録又は訂正において、荷受形態が「５２：ＣＦＳ荷受の場合」または

「５４：Ｄｉｒｅｃｔ（Ｂｒｅａｋｂｕｌｋ）荷受の場合」で共通部の重量／容積が入力されており、繰

返部の各コンテナの重量／容積が全て入力されていない場合は、ワーニングを出力しないように変更す

る。 

※ワーニング出力仕様については「別紙 3_ワーニング出力仕様」を参照 

 

２. 変更対象業務 

＜オンライン業務＞ 

・｢ＡＣＬ情報登録（コンテナ船用）（ＡＣＬ０１）｣業務 

 

 

３. 添付資料 

（１）別紙 1_ACL01_01_本文 

（２）別紙 2_ACL01_01_body text 

（３）別紙 3_ワーニング出力仕様 

 

４. リリース予定日／サービス開始予定日 

２０１９年０９月１５日（日）保守時間帯 

要
件
事
項 

＜海上業務＞ 
｢ＡＣＬ情報登録（コンテナ船用）（ＡＣＬ０１）｣業務のワーニング処理変更 

機
能
概
要 

＜変更前仕様＞ 

｢ＡＣＬ情報登録（コンテナ船用）（ＡＣＬ０１）｣業務で仮登録、本登録又は訂正を行う際に、荷受形態が

「５２：ＣＦＳ荷受の場合」で繰返部の入力が必要ないにも関わらず、共通部と繰返部の重量、容積に差異

がある旨のワーニングを出力している。 

＜変更後仕様＞ 

ＡＣＬ０１業務の仮登録、本登録又は訂正において、荷受形態が「５２：ＣＦＳ荷受の場合」、「５４：Ｄ

ｉｒｅｃｔ（Ｂｒｅａｋｂｕｌｋ）荷受の場合」で繰返部の重量または容積に入力がない場合は、ワーニン

グを出力しないように変更する。 


